
 

 

 

 

すべての子どもが大人とつながっているまち八王子

いじめのないまち八王子
いじめを許さないまち八王子

○条例に明確な責務や役割、協力を位置付け

規範意識
（善悪の判断）
ルール・マナー

信頼関係
相談機能の拡充
専門員の派遣

自尊感情
認められる経験
自分のよさの発見

学 校 保護者市・教育委員会

放課後子ども教室
学童保育所

地域
（青少対・町自連・

市商連）
関係機関

市内
都・私立学校

○ いじめ防止対策の実効性を高めるために

八王子市いじめ防止基本方針

基本的な考え方を示したもの

・策定の意義
・いじめの定義
・学校における取組
・教育委員会における取組

八王子市いじめ防止基本方針

具体的な取組等を示す

八王子市いじめ防止対策推進条例

基本的な考え方を示す

現状 条例制定後

条例制定に併せ、「八王子市いじめ防止基本方針」を
見直します

八王子市いじめ防止対策推進条例の内容について 

資料 ２ 

○条例に明確な責務や役割、協力を位置付け 

○いじめ防止対策の実効性を高めるために 



 

都市戦略会議

教育委員会定例会

いじめ防止対策
推進会議（条例策定に
向けた検討委員会）

総合教育会議

パブコメ

議会

生徒（・児童）サミット

いじめ防止基本方針の
見直し

施
行

○

○

（仮称）八王子市いじめ防止対策推進条例策定スケジュール（案）
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○いじめ防止対策推進条例策定スケジュール（案） 


